
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

2,032 単位時間 870 単位時間 712 単位時間 450 単位時間 単位時間 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

80 人 68 人 人 53 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 6

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： なし
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 60

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

60

うち必修授業時数 670

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 610

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であって、当該専
門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 0

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 4

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 5

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

4

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 1

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 450

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/

96
■進学者数 1
■その他
なし

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数 2,032

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 610

2 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

36

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設

25
■地元就職者数 (F) 24
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

96

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 26
■就職希望者数 (D)　　　　　： 25
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和７年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的 介護福祉士としての専門性を持ち、人権擁護の視点と職業倫理を備えた「現場力」の高い介護福祉士を養成する。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

地域の高齢者をお招きする学内現場実習「オレンジカフェ」など、他にはない学びで、たくさんの人を笑顔にできる介護福祉士になる。
退学率4.7％　63名中3名が退学

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

教育・社会福祉 社会福祉専門課程 介護福祉士科 平成25年文部科学省 ― 令和3年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

令和7年9月1日

330－0845

048－649-2331
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　東京滋慶学園 昭和61年2月1日 中村　道雄 東京都大田区大森北1－18－2
145-0016

03－3763－2211

埼玉福祉保育医療製菓調理
専門学校

平成8年3月25日 青木　猛正 埼玉県さいたま市大宮区仲町3－88－2

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/
https://www.scw.ac.jp/gakka/kaigo1/


種別

①

③

②

（年間の開催数及び開催時期）

埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
教員

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
学科の養成目的と教育目標のために、専攻分野の施設・事業所（主に実習施設）からの意見を伺い、必要となる分野の最
新の知識・技術を授業・実習内容に反映させるための連携体制を整える。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

委員会は理事会のもとにおかれ、理事及び評議員、学校長、事務局長、教務部長、学科長と業界代表によって構成され、
学校が編成した教育課程案を業界関係者からの意見を活かせるよう委員会は討議する位置にある。
委員会は改善意見を学校長に報告し、学校長は報告を活かした教育課程を決定し、委員会へ告知する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

菊池　博之
社会福祉法人欣彰会
敬寿園宝来ホーム　施設長

2025年4月1日～
2027年3月31日

田村　仁美
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
専任教員

白井 幸久
群馬医療福祉大学・短期大学部
医療福祉学科　教授

2025年4月1日～
2027年3月31日

名　前 所　　　属 任期

長島　隆行
埼玉県介護福祉士会
理事

2025年4月1日～
2027年3月31日

青木　猛正
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
学校長

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

・年2回開催　（6月、11月）

（開催日時（実績））
・第1回　2024年6月20日（水）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

【カリキュラムの改善】学生の報連相や文章能力の向上が喫緊の課題とされている。実習先からは、体調管理や連絡対応の不備が指
摘されており、報告・相談の基本的なスキルを育成する教育の強化が求められている。また、文章力の不足により、実習記録や報告書
の内容が伝わりづらいケースも多く、書く力を育てる授業の充実が必要とされている。さらに、入学前教育プログラムの導入により、職
業意識の醸成や日本語能力の底上げを図ることで、学習への意欲や基礎力の向上を目指す取り組みが検討されている。
【今後の検討課題】外国人留学生への支援体制の整備が挙げられる。言語や文化的背景への理解を深めるため、専属スタッフの配置
や日本語教育の強化が必要であり、留学生が安心して学べる環境づくりが急務である。また、卒業生との交流機会を設けることで、学
生が将来像を具体的に描けるよう支援することも重要である。実習先との連携強化を通じて、現場のニーズを教育内容に反映し、より
実践的な学びを提供する体制の構築が求められている。地域との関係構築を通じて、教育の社会的意義を発信し、学生の主体性や
人間力を育むカリキュラムの整備必要と考えられる。

飯塚　洋一
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
副学校長

仁村　将大
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
教務部長兼介護福祉士科　学科長

北村　健明
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校
教務部長兼介護福祉士科　学科長

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

・第2回　2024年11月20日（水）

保住　恵理



高齢者総合サービスセンター敬寿
園七里ホーム、いづみケアセン

ター、通所リハビリテーション、ケア
センター岩槻名栗園、社会福祉法
人欣彰会高齢者総合福祉施設

敬寿園、社愛福祉法人久壽会、特
別養護老人ホーム好日の家、社会
福祉法人瑞泉特別養護老人ホー

ムずいせん長寿村　他

利用者とコミュニケーションを主体的に図り。生活を知るこ
とができる。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

介護実習Ⅲ
（3次実習）

利用者・施設職員とのコミュニケーションを通じ、介護課程
の展開を行う。利用者理解に基づく、尊厳を守り自立に向
けた生活支援を主体的に行う。

コミュニケーション技術
利用者やその家族、他職種協働におけるコミュニケーショ
ン能力を身に着ける。

社会福祉法人欣彰会

介護実習Ⅱ
（2次実習）

利用者の生活と個別理解に基づく生活支援技術を確認す
る。施設・事業所における多職種協働の実践について理
解する。介護福祉士としての「介護観」を確立する。

介護課程を展開し、適切な介護サービスが提供できる力を
養う

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に基づく『介護実習』を実施している。実習の中では、介護過程を展開し、具体
的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得している。また、受け入れ施設では、介護福祉士（実習指導者）が学生
を指導・評価する体制を取る。また、教員は実習先に巡回指導を適宜行い、実習指導者から学生状況を把握・共有して指
導に当たる。

介護過程 NPO法人はぁとびぃと

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
LT2（Look➡Try➡Listen➡Think)教育システムは、「実学教育」を建学の理念に掲げる本校が、卒業後の仕事で本当に役立
つ人材養成のために見つけた「学習動機付け」と「自立学習」にポイントを置いた本校独自の教育の方法論である。企業等
における実習はLT２のLookとTryに該当し、最も効果のある「学習動機付け」と認識し、現場実践を通じて介護職として求め
られる「利用者理解に基づく」根拠のある介護技術を身に着けるため、企業等との連携の下での現場実習は不可欠との方
針のもと取り組んでいる。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

介護実習Ⅰ
（1次実習）



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

グループ4校の国家試験に関する情報共有・対策の立案を行う

介護教員講習会 連携企業等：

令和6年9月~3月　科目ごとに日程が設定

②指導力の修得・向上のための研修等

滋慶学園における「クラスマネジメント」の考え方を理解し、学生のセーフティーネットを構築・運用するための実行計画を立案・実践・改善できる力を養う。

2024年度マネジメント基礎研修(MBT) 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

令和6年5月22日/23日/ 対象： 田村仁美

マネジメントの基本を学び、組織の目標達成に向けた実践と自己課題の把握を通じて、継続的な成果創出を目指す。

JESC　カウンセリング研修 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

令和6年9月26日/10月2日

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
教員研修規定により、研修の目的及び対象、学校及び教員の責務が定められている。専攻分野における実務に関する研
修も、他の機関と共同または委託し研修をおこなうことができることを定めており、養成課程に関わる協会・団体が主催する
研修・研究発表会に参加する。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

介護福祉士　教育部会 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

介護福祉士養成に関わる学生の多様性について/国家試験のパート合格性について

対象： 保住恵理　田村仁美

学生や保護者対応についてスキルの向上

FDミクロレベル〈クラスマネジメント研修〉 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

令和6年5月23日/24日 対象： 保住恵理　田村仁美

令和6年10月24日（木） 対象： 田村仁美、

対象： 保住恵理

教員の資質の向上を図り、もって質の高い介護福祉士を養成することを目的とする

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

養成課程に関わる協会・団体が主催する研修・研究発表会に積極的に参加する。

令和6年4月~3月　各月1回実施 対象： 介護福祉士科教員

令和6年度全国教職員研修会 連携企業等： 公益財団法人日本介護福祉士養成施設協会



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

2025/6月頃 対象： 教務部

滋慶学園における「クラスマネジメント」の考え方を理解し、学生のセーフティーネットを構築・運用するための実行計画を立案・実践・改善できる力を養う。

FD研修とカリキュラムマネジメントの基礎を理解し、自学科スタッフの成長支援とカリキュラム課題の発見につなげる。

マネージャー研修 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

2025/8月下旬頃 対象： マネージャー

マネジメントを構造的に学び、実践できるスキル・スタンスを身につける

2025年度FDミクロレベル 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

介護福祉士　教育部会 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

令和7年4月~3月　各月1回実施 対象： 介護福祉士科教員

グループ4校の国家試験に関する情報共有・対策の立案を行う

介護教員講習会 連携企業等：

令和７年11月~3月　科目ごとに日程が設定 対象： 内藤譲

教員の資質の向上を図り、もって質の高い介護福祉士を養成することを目的とする

2025年度ＦＤミドルレベル研修 連携企業等： 一般社団法人滋慶教育科学研究所

2024/7月下旬頃 対象： FDミドルレベル

②指導力の修得・向上のための研修等



任期 種別
卒業生
代表
卒業生
代表
高等学校
関係者
業界
関係者
業界
関係者
業界
関係者
業界
関係者
業界
関係者
業界
関係者

2025年4月1日～
2027年3月31日

鈴木　隆之 株式会社ジェイオフィス東京
2025年4月1日～
2027年3月31日

坪井　光男 大宮区仲町三丁目自治会
2025年4月1日～
2027年3月31日

（３）教育活動 （3）教育活動
（４）学修成果 （4）学修成果
（５）学生支援 （5）学生支援

（１）教育理念・目標 （1）教育理念・目標
（２）学校運営 （2）学校運営

URL：https://www.scw.ac.jp/jyouhou/
公表時期：令和7年9月1日より

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームぺージ）

溝上 俊亮 社会福祉法人清幸会
2025年4月1日～
2027年3月31日

川面　将兵 株式会社キャメルキッチン
2025年4月1日～
2027年3月31日

自由の森学園高等学校
2025年4月1日～
2027年3月31日

小林　美穂 介護老人保健施設　いずみケアセンター
2025年4月1日～
2027年3月31日

山本　正隆 埼玉県洋菓子協会
2025年4月1日～
2027年3月31日

内田　有紀 保育士科　保護者
2025年4月1日～
2027年3月31日

菅間　正道

（６）教育環境 （6）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （7）学生の受け入れ募集
（８）財務 （8）財務

（３）学校関係者評価結果の活用状況
学校教育法に基づき、学生、保護者、福祉業界関係者など、学校と関係者の理解を深め、連携・協力すると共に教育活動
その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する。また、専門学校は、実践的な職業教育における成果に加
え、社会的要請に対応する役割を担っており、その理解･評価を促進し、学習者の適切な学習機会選択に資するためにも、
その教育活動等の状況については、広く周知を図る。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属

（９）法令等の遵守 （9）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 （10）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流 （11）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

島村　和宏 社会福祉法人宮原ハーモニー

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
評価委員会は、自己点検・評価結果の客観性・透明性を高め、学校の利害関係者の学校運営への理解促進や連携協力に
よる学校運営の改善を目的とし、自己点検・評価の結果は学校法人埼玉福祉学園情報公開規程に基づき学内外に開示す
るものとする。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応



URL：https//www.scw.ac.jp/school/syokugyo/

（５）様々な教育活動・教育環境
（5）様々な教育活動・教育環境
・年間活動（地域活動、ボランティア活動を含む）

（６）学生の生活支援
（6）学生の生活支援
・学生サービスセンター（指定学生寮・ひとり暮らしセミナー）

（７）学生納付金・修学支援
（7）学生給付金・修学支援
・各種奨学金制度（学費サポート制度）

（２）各学科等の教育
(2)各学科の教育
・設置学科（修業年限、入学定員、養成目的）

（３）教職員 （3）教員数 ・教職員数

（４）キャリア教育・実践的職業教育
（4）キャリア教育・実践的職業教育
・PCP教育システム　・実践的職業教育（実習教育）

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

公表時期：令和7年9月1日より

（ホームページ）

（１１）その他 （11）その他
・防災関係

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務

（8）学校の財務
・財務諸表
（資金収支計算書、消費収支計算書、財産目録、賃借対照表）
・監査報告書

（９）学校評価

（9）学校評価
・学校関係者評価委員会　報告書
・自己点検・自己評価/学校関係者評価委員会　評価結果

（１０）国際連携の状況
（10）国際連携の状況
・国際教育・海外研修

学校教育法に基づき、学生、保護者、福祉業界関係者など、学校と関係者の理解を深め、連携・協力すると共に教育活動
その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する。
また、専門学校は、実践的な職業教育における成果に加え、社会的要請に対応する役割を担っており、その理解･評価を促
進し、学習者の適切な学習機会選択に資するためにも、その教育活動等の状況については、広く周知を図る。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
（1）学校の概要、目標及び計画
・基本情報（設置者に関する情報、開校の目的・見学の理念・沿革）

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係
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習
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習
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専
　
　
任

兼
　
　
任

1 〇
人間の尊厳と
自立

人間を理解し、尊厳の保持と自立支援に基
づくコミュニケーションの基礎を養う。

1
前

30 2 〇 〇 ○

2 〇 社会の理解
介護保険や障害者総合支援法を中心に、社
会保障制度、施策について基礎的な知識を
養う。また、権利擁護や職業倫理を養う。

1
後
・
2
前

60 4 〇 〇 ○

3 〇
人間関係とコ
ミ ュ ニ ケ ー
ション

対人援助に必要な人間の関係性を理科氏、
関係形成に必要なコミュニケーションの基
本的な知識を習得する。

1
後
・
2
後

60 4 〇 〇 ○

4 〇 職業人教育
社会人としての基礎的スキル・マナーを身
に着け、対人援助職にふさわしい人間性を
養う。

1
通
・
2
前

90 6 〇 〇 〇

5 〇 介護の基本
介護の考え方を理解し、介護を必要とする
人を生活の観点から捉える力を身に着け
る。

1
通
・
2
通

180 12 〇 〇 〇

6 〇
コミュニケー
ション技術

利用者やその家族、他職種協働におけるコ
ミュニケーション能力を身に着ける。

１
通 60 2 〇 〇 〇 〇

7 〇
生活支援技術
Ⅰ

生活支援の基本的な考え方を理解し、家庭
生活における適切な介護技術や知識を習得
する。

1通 240 8 〇 〇 〇

8 〇
生活支援技術
Ⅱ

自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出す
適切な介護を用いて、安全に援助できる技
術・知識を習得する。

2通 60 2 〇 〇 〇

9 〇 介護過程
介護課程を展開し、適切な介護サービスが
提供できる力を養う

1
通
・
2
前

150 10 〇 〇 〇 〇

10 〇
介護総合演習
Ⅰ

実習に必要な知識や技術、介護課程の展開
の能力を、実習と組み合わせて総合的に学
ぶ。

1通 90 3 〇 〇 〇

11 〇
介護総合演習
Ⅱ

実習に必要な知識や技術、介護課程の展開
の能力を、実習と組み合わせて総合的に学
ぶ。

2前 30 1 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（社会福祉専門課程　介護福祉士科）2025年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



12 〇
介 護 実 習 Ⅰ
（1次実習）

利用者とコミュニケーションを主体的に図
り。生活を知ることができる。

1前 225 5 〇 〇 〇 〇

13 〇
介 護 実 習 Ⅱ
（2次実習）

利用者の生活と個別理解に基づく生活支援
技術を確認する。施設・事業所における多
職種協働の実践について理解する。介護福
祉士としての「介護観」を確立する。

2前 225 5 〇 〇 〇 〇

14 〇
介護実習Ⅱ
（3次実習）

利用者・施設職員とのコミュニケーション
を通じ、介護課程の展開を行う。利用者理
解に基づく、尊厳を守り自立に向けた生活
支援を主体的に行う。

2前 225 5 〇 〇 〇 〇

15 〇
発達と老化の
理解

発達の観点から老化を理解し、その心理と
身体機能の変化の基礎知識を習得する。

1
前
・
2
後

60 4 〇 〇 〇

16 〇 認知症の理解
認知症に関する基礎的知識、特性を理解
し、環境要因をも配慮した認知症に対する
介護の視点を習得する。

1
後
・
2
前

60 4 〇 〇 〇

17 〇 障害の理解
障害者の心理、身体機能に関する知識を理
解し、環境要因をも配慮した障害者に対す
る介護の視点を習得する。

1
後
・
2
前

60 4 〇 〇 〇

18 〇
こころとから
だのしくみ

介護の根拠となる人体構造や機能、安全へ
の留意点や心理的側面への配慮について理
解する。

1
通
・
2
通

120 8 〇 〇 ○

19 〇 医療的ケア
痰の吸引、経管栄養を実施するための医療
的知識と技術の基本を習得する。

2
通 82 5 〇 〇 〇 ○

20 〇
グローイング
アップアカデ
ミー

地域（学外）で行われる様々な福祉・介護
関連のイベントから、最新の知識や技術、
考え方を学ぶ。
国家試験合格のための総合的な力を身に着
ける。
他学科との横断授業を通じ、将来の多職種
連携のあり方を学ぶ。

1
通
・
2
通

150 5 〇 〇 〇

20

期

週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件：所定の課程を修了した者には、卒業証書を授与する

履修方法：学校長は、教育課程の定めるところにより、学年ごとに修了すべき学科目について評
価を行い、合格者に対して当該学科目の修了を認定する

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

15

合計 科目 2032 単位時間


